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平成２８年度第１回南丹市立障害者支援施設運営委員会議事録 
 

１． 招集年月日 平成２８年６月１５日（水） 

 

２．開催年月日 平成２８年６月１５日（水）午前１０時～ 

 

３．開催場所  南丹市日吉支所 ３階 第１会議室 

 

４．委員の総数及び出席者数並びにその氏名 

（１）委員の総数     ２１名 

（２）出席者数      １９名 

（３）出席した委員の氏名（敬称略） 

役職 氏名 選出区分 出欠 備考 

委員長 佐野 清 社会福祉関係者 ○  

副委員長 谷  幸 社会福祉関係者 ○  

委員 吉田 進 社会福祉関係者 ○  

委員 平井 喜代子 障害福祉関係者 ○  

委員 清水 謙次 障害福祉関係者 ○  

委員 船越 昭 障害福祉関係者 ○  

委員 木村 孝子 障害福祉関係者 ×  

委員 河方 里美 障害福祉関係者 ○  

委員 塩貝 範子 障害福祉関係者 ○  

委員 下司 文一 社会福祉関係者 ○  

委員 南  清 社会福祉関係者 ○  

委員 船越 重雄 社会福祉関係者 ○  

委員 奥村 史代 障害福祉関係者 ○  

委員 坂井  障害福祉関係者 ○  

委員 宇野 弘一 障害福祉関係者 ○  

委員 湯浅 公雄 事業利用者家族の会 ×  

委員 西田 正彦 事業利用者家族の会 ○  

委員 湯浅 徳子 事業利用者家族の会 ○  

委員 山内 正 学識経験者 ○  

委員 樋口 三千男 学識経験者 ○  

委員 井尻 治 市議会議員 ○  

合計 21名 
 

19名 
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５．傍聴者数 ０名 

 

６．議事の経過の要領及び議事別の議事事項 

司会 

 

只今から、南丹市立障害者支援施設運営委員会を開会させていただきま

す。司会を務めさせていただきます南丹市社会福祉課参事の矢田でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

本日は、２１名の委員のうち、１９名の方に出席いただいております。

南丹市立障害者支援施設条例第１１条第２項に定める過半数以上の出席と

なっておりますので、本委員会は成立していることを報告いたします。 

今回、現任期初めての協議会であり、委員長が決定するまでの間、進行

を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

はじめに、委員の皆様を代表して、谷 幸委員に市長より委嘱状を交付

させていただきますが、本日は代理として榎本所長より委嘱状を交付させ

ていただきます。それでは、谷委員は正面にお願いいたします。 

 （委嘱状交付） 

司会 他の委員の皆様には、大変失礼ながら、机の上に委嘱状を置かせていた

だいておりますので、ご了承ください。 

なお、この委員会につきましては、南丹市立障害者支援施設条例に基づ

き設置するものでございます。 

委員の皆様には平成３０年３月３１日までの任期の間、大変お世話にな

りますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、ここで市長よりご挨拶申し上げます。 

榎本所長 おはようございます。私、南丹市福祉事務所長をしております榎本と申

します。 

本来でございますと、佐々木市長がまいりまして、皆様へ先ほどの委嘱

状の交付ならびにご挨拶を申し上げるべきところではございますが、他の

公務のため出席できません。代理人での対応となりましたことをご了承い

ただきたいと思います。市長から挨拶文を預かっておりますので、代読を

させていただき、ご挨拶とさせていただきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

本日は、大変お忙しいなか、南丹市立障害者支援施設運営委員会にご出

席いただき誠にありがとうございます。 

平素は南丹市の福祉行政に格別なるご支援ご協力をいただいていること
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に対しまして、厚くお礼申し上げます。 

また先ほど、皆様に委嘱状を交付させていただきましたが、委員の就任

をご承諾いただきましたことに、重ねて厚くお礼申し上げます。 

さて、南丹市では、障がいのある方々の自立と社会参加を目指し、障害

者福祉サービスの充実はもちろんのこと、社会参加や就労機会の促進を図

ることが重要であることから、障害者就労支援施設等の安定運営のための

支援について、取り組んできたところであります。近年の厳しい社会、経

済情勢の中で、障害者就労支援施設を取り巻く状況も厳しくなっておりま

す。 

その中で、今年度からは、新たな指定管理者にも運営をお願いしている

ところでございますが、施設利用者の皆様を主体に置きながら、健全な運

営に懸命にお取り組みをいただいております。 

本日は、今後の運営等につきまして、委員の皆様に幅広いご意見やご助

言をいただきたいと存じますので、よろしくお願いします。 

結びにあたり、南丹市立障害者支援施設の運営につきまして、日々ご努

力いただいております皆様に感謝を申し上げますとともに、委員の皆様に

は、本委員会の趣旨をご理解いただき、運営に関しまして今後ともより一

層のご協力をお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

平成２８年６月１５日 南丹市長 佐々木稔納 

代読にて大変失礼をいたします。 

本日はよろしくお願いいたします。 

司会 ありがとうございました。 

先ほど委嘱状を交付させていただいたところでございますが、ここで委

員の皆様を名簿順にご紹介させていただきます。 

南丹市社会福祉協議会理事  谷 幸 委員 

南丹市社会福祉協議会監事  佐野 清 委員 

南丹市社会福祉協議会副会長 吉田 進 委員 

南丹市身体障害者福祉会顧問 平井 喜代子 委員 

南丹市身体障害者福祉会副会長  清水 謙次 委員 

南丹市身体障害者福祉会副会長  船越 昭 委員 

次の名簿の方につきましては、本日欠席でございます。 

口丹心身障害児者父母の会副会長  木村 孝子 委員 

口丹心身障害児者父母の会  河方 里美 委員 

口丹心身障害児者父母の会  塩貝 範子 委員 
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南丹市民生児童委員協議会副会長  下司 文一 委員 

南丹市民生児童委員協議会副会長  南  清 委員 

南丹市民生児童委員協議会会長  船越 重雄 委員 

精神保健福祉推進家族会南丹つぼみ会八木町担当  奥村 史代 委員 

精神保健福祉推進家族会南丹つぼみ会代表  坂井 隆雄 委員 

精神保健福祉推進家族会南丹つぼみ会会計  宇野 弘一 委員 

次の名簿の方につきましては、本日欠席でございます。 

南丹市八木障害者支援施設あじさい園利用者家族会会長  

                      湯浅 公雄 委員 

南丹市美山障害者支援施設あゆみ工房利用者家族代表 

                      西田 雅彦 委員 

南丹市日吉障害者支援施設ひより舎利用者家族代表  

                      湯浅 徳子 委員 

学識経験者  山内 正 委員 

学識経験者  樋口 三千男 委員 

南丹市議会厚生常任委員  井尻 治 委員 

お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

司会 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

事務局につきましては、指定管理者として障害者支援施設を運営いただ

いている南丹市社会福祉協議会とあゆみ会からも出席いただいておりま

す。自己紹介形式でさせていただきます。 

失礼します。南丹市社会福祉課の三原と申します。よろしくお願いいた

します 

失礼いたします。南丹市社会福祉課障害者福祉係の下田でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 失礼いたします。南丹市社会福祉協議会ひより舎の施設長をさせていた

だいております福原です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 失礼します。あじさいの管理者を拝命しております明田でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 失礼いたします。一般社団法人あゆみ会のあゆみ工房の施設長を務めさ

せていただいております小関と申します。よろしくお願いいたします。 

 失礼します。あゆみ会の竹内といいます。よろしくお願いいたします。 

 南丹市社会福祉協議会の事務局長の山内でございます。よろしくお願い

いたします。 
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 失礼します。南丹市社会福祉協議会自立支援部の松本と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 失礼します。南丹市社会福祉協議会八木支所の藤坂です。よろしくお願

いします。 

 おはようございます。南丹市役所八木支所市民生活課長の井上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 失礼します。南丹市役所美山支所の福井といいます。よろしくお願いい

たします。 

 日吉支所市民生活課の矢田と申します。よろしくお願いいたします。 

 挨拶をさせていただきながら事務局として加わらせていただきます、改

めまして、南丹市福祉事務所長の榎本です。 

 司会をさせていただいております、社会福祉課参事の矢田でございます。 

 以上になります。 

司会 続きまして、委員長及び副委員長の選出に移らせていただきます。 

南丹市立障害者支援施設条例第１０条第１項で、委員長及び副委員長は

委員の互選によることとなっております。どのようにさせていただいたら

よろしいか、お諮りいたします。 

坂井委員  ご指名いただいて、ご賛同するということでいかがでしょうか 

司会 ありがとうございます。それでは、事務局より提案させていただく形で

よろしいでしょうか。 

委員 異議なし 

司会 それでは、事務局より提案させていただきます。 

委員長には、前期もお世話になっている佐野委員、副委員長には、こち

らも前期にお世話になっている谷委員にお願いしたいと存じますが、ご異

議はございませんか。 

委員 異議なし 

司会 それでは佐野委員、谷委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

それぞれ委員長席、副委員長席に移動をお願いいたします。 

司会 それでは委員長、副委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

委員長 失礼します。只今、ご指名をいただきましたので、委員長という大役を

お受けしたところであります。 
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前回もさせていただきましたが、十分に慣れない状況ではありますので、

委員の皆様のそれぞれのご協力のもとで進めたいと思います。 

最初にありましたように、今年からは３施設の運営ということで、新た

な対応をする形があります。いずれにしましても、この委員会はそれぞれ

の施設が円滑に運営できるようにするための委員会であり、サポート役、

立ち役という役割も持っていると思います。委員の皆様には、ご協力いた

だきますようお願い申し上げまして、委員長の就任の挨拶に代えさせてい

ただきたいと思います。本日は大変お世話になります。 

副委員長 失礼します。先ほど、ご指名いただきました谷でございます。 

お見てのとおり何も力不足で、佐野委員長の補佐にもなりかねますが、

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。今日はご苦労様です。 

司会 

 

ありがとうございました。それでは、続いて協議事項に入らせていただ

きますが、議事についいては南丹市立障害者支援施設条例第１１条第１項

の規定により、佐野委員長に議長をお世話になりますので、よろしくお願

いいたします。 

議長 それでは、議長を務めさせていただきますので、円滑な議事が進行でき

ますように、ご協力よろしくお願い申し上げます。 

初めに、施設の運営状況について事務局より説明をいただきます。 

事務局 失礼いたします。事務局の三原と申します。よろしくお願いいたします。 

まず初めに、南丹市立障害者支援施設につきまして、概要と運営員会の

設置に関する説明をさせていただきます。 

配布させていただいております参考資料及び南丹市立障害者支援施設条

例をご覧ください。 

南丹市立障害者支援施設条例では、３つの施設を設置して、運営を行っ

ております。条例での施設名称といたしましては、参考資料に載っており

ますとおり南丹市八木障害者支援施設、南丹市美山障害者支援施設、南丹

市日吉障害者支援施設の３施設があります。 

この４月から八木は南丹市社会福祉協議会、美山はあゆみ会、日吉は南

丹市社会福祉協議会に施設の運営管理を指定管理者としてお世話になって

おります。 

また、条例の施設名称とは別にそれぞれに京都府の認可を受けている事

業所名称といたしまして、八木はあじさい園、美山はあゆみ工房、日吉は

ひより舎の名称で事業を運営いただいております。実施事業としましては、
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３施設とも就労継続支援事業Ｂ型をしていただいております。なお、八木

においてはこれに加えまして、生活介護の事業も行っておられます。 

次に運営委員会についてですが、南丹市立障害者支援施設条例をご覧く

ださい。条例第７条から運営委員会の設置や協議事項などについて規定し

ております。その中で第８条に運営委員会の協議事項について規定をさせ

ていただいております。 

第１号 施設が実施する作業指導に関すること。 

第２号 施設の管理運営等に関すること。 

第３号 施設の作業収益金会計に関すること。 

第４号 困難事例への対応のあり方に関すること。 

第５号 地域の関係機関との連携に関すること。 

第６号 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

第７号 その他必要と認める事項に関すること。 

が第８条で規定をさせていただいております。 

続いて、条例第１２条になりますが、こちらで運営委員会の小委員会を

設けることになっております。この小委員会につきましては、昨年度は２

つの小委員会で構成させていただいていましたが、今年度につきましては、

３施設となりましたので、３つの小委員会に分けたいと考えております。 

詳細につきましては、この後の協議事項でご説明させていただきたいと

思っております。 

以上、簡単ではございますが、南丹市立障害者支援施設についての概要

と運営委員会に関する説明とさせていただきます。 

事務局 続いて、各施設からの運営業況につきまして、ご説明をさせていただき

たいと思います。 

社協  失礼いたします。あじさい園の管理者を拝命しております明田でござい

ます。 

 まず、冒頭に委員の皆様には平素から心温まるご支援いただき、改めて

この場をお借りして、お礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 早速ではございますけれども、今日初めての委員の方もおいでになると

のことで、最初に簡単なあじさい園の概要を報告したうえで、４月５月の

状況をお伝えしたいと思います。 

 お手元に資料４枚を配布しておりますが、パンフレット、昨年度２７年

度の事業報告、本年度の事業計画、あじさい園便りを入れております。 

 これに基づいて、お話しすると長くなりますので、今後、この中を熟読
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していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 あじさい園ですが、先ほど司会の方からありましたように、３施設の中

では唯一、生活介護事業を持っております。多機能支援事業所という形で

ございます。現在、登録されている利用者は３２名で、実際に毎月利用い

ただいている方が２８名でございます。 

 障がいの内容につきましては、身体障害が３名、知的障害が１９名、精

神障害が３名、それぞれ重複されている方が７名ということで、全体とし

ましては、平均年齢が３０代前半の非常に若い施設でございます。 

 授産事業につきましては、自主事業として、さおり織りとクッキーを生

産しております。下請等その他アルミ、リサイクルについては、様々な事

業所と同様のことを進めております。 

 簡単ではございますが、そのような概要の中で、毎日皆さん元気に過ご

されているということで、ご理解いただければと思います。 

 ４月５月の運営業況ということでございますが、あじさい園もこのあと

報告しますが、ひより舎同様いろんな形で新たなスタートをしたばかりで

ございます。 

 あじさい園につきましては、新しい職員２名の配属を受けて、これまで

のいいところを向上させつつ、ほかにもう１点、土台を築いていこうとい

うことで、この２カ月進めてまいりました。 

 その方向については、今のところ、非常に順調に進んでいるのではない

かということで、次回の運営委員会に置いては、新しいあじさい園の姿を

ご披露できるかなと思っております。 

 まだ先ではございますが、９月１１日日曜日に毎年八木の城山作業所、

はぴねすサポートセンターとの３者でやっております、あじしろはっぴぃ

まつりを開催いたします。ぜひ、皆さんにおいでいただければありがたい

と考えております。場所は今回、吉富小学校ということで、亀岡市、京丹

波町、その他京都市の障害者事業所も招いて、比較的大きな形で実施した

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ひより舎 失礼いたします。改めまして、皆さんおはようございます。ひより舎施

設長の福原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨年度は指定管理のことに関しまして、多大なるご理解とご協力をいた

だきましたこと、厚く感謝いたしております。どうもありがとうございま

した。 

本年度より新しく日吉でスタートした、ひより舎の施設紹介をさせてい
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ただきます。お手元のひより舎パンフレット及び４月５月のひよりだより

をご参照ください。 

現在、ひより舎には定員２０名に対して１８名が登録されています。施

設に大きな動きがありましたが、年度が変わりましても利用者さんは変わ

らず通所していただいている状況です。 

職員体制といたしましては、現在常勤職員３名、非常勤職員４名でご支

援させていただいております。しかし、そのうち今月末で非常勤職員１名

が退職、夏に常勤職員１名が産休に入るため、夏以降は常勤職員２名、非

常勤職員３名の体制になります。現在は、それを見越した体制になってお

ります。 

授産に関しましては、おかげさまで、たくさんの事業所様から多くの下

請のお仕事をいただいておりまして、仕事が途切れることなくいただけて

いる状況にあります。 

また、さおり事業を本格的に開始しましたところ、ご利用者さんの大き

なやりがいとなっておりまして、現在７名の方が従事されております。 

農耕作業でも、先日たくさんの玉ねぎを収穫いたしまして、販売させて

いただきました。現在は、夏野菜の育成に力を入れて皆さん頑張ってくだ

さっています。 

地域との交流や事業につきましては、通信にも掲載させていただいてお

りますように、お花見やスポーツ大会への参加、看板作りなど、まずは新

しい施設に慣れて、身近で楽しみを意識して取り組めるようにやっており

ます。 

６月２１日に、民政児童委員との交流を予定させていただいておりまし

て、地域での繋がりや、楽しみを更に深めたいと考えております。 

なお、看板作りの様子は今月末に発行されます、社協だよりにも掲載し

ておりますので、お手元に届きましたら、ぜひご覧ください。 

夏のボーナスについては、このあと小委員会でのお話になりますが、期

末手当として、ワークセンターびびの３月末までの収支差額を全額ご利用

者に支給させていただきました関係で、４月５月からの収支差額になって

おります。それが、ほとんどない状態にありますが、今回は、これからみ

んなで頑張っていこうという気持ちや意味も込めまして、少額ではござい

ますが、支給させていただきたく思っております。このあとの小委員会で、

ご承認いただけましたら、支給への運びとなっております。 

これから、ひより舎は、今までの良いところを大切にしながら、新たな

スタート地点といたしまして、一つ一つご利用者とともに築き上げ、前に
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進みたいと思っております。名前に負けないあたたかいたくさんの人が寄

って、一人一人がいきいきとした笑顔で過ごせる、そんな施設にしたいと

思っておりますので、今後とも、ご支援ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

あゆみ会 失礼いたします。改めましておはようございます。あゆみ工房の小関と

申します。よろしくお願いいたします。 

平成２８年４月から新たに、あゆみ工房としてスタートさせていただい

ております。４月１日には、あゆみ工房開所の集いということで、会を開

催させていただきました。 

あゆみ工房は、先ほどもありましたように、就労支援継続Ｂ型の事業所

になります。内容等につきましては、ご用意させていただきましたパンフ

レット、通信をお目通しいただければと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

一般社団法人あゆみ会ですが、こちらは、障がいのある子を持つ家族の

有志が集まり、親亡き後安心して暮らせるように、グループホームを作ろ

うと立ち上げた組織になっています。現在は、社会福祉法人化に向けた準

備を進めているところでございます。 

４月から２カ月が経過いたしました。あゆみ工房の現況について、ご報

告させていただきます。状況としましては、定員２０名のところ現在２５

名の登録者がいます。毎日２２、２３名が通所されています。平均年齢は、

平成２８年４月１日現在で、平均５１歳となっております。移行に伴う大

きな混乱はなく、落ち着いて明るい雰囲気の中、皆さん通所されておりま

す。通所率が良いということは、ご利用者も混乱することなく落ち着いて

通所されている証と思っております。 

４月には、ご本人やご家族との面談もさせていただきました。ご本人の

思いやご家族の様々なご苦労等を聞かせていただくことができました。

個々には様々な背景がありますが、それらに寄り添った支援を行っていき

たいと思っております。 

職員体制ですが、常勤４名、非常勤５名でスタートしております。職員

につきましては、ワークセンターびびの時からの顔馴染みの職員や携わっ

ていた職員もおりましたので、そちらの方もみなさん安心して毎日通って

おられます。 

事業については、特に大きな変更も無く事業は継続させていただいてお

ります。 
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作業としましては、下請け作業、アルミ缶リサイクル作業、さおり織り、

パンの製造販売、清掃業務、南丹市からいただいております広報誌の仕分

け作業等、継続して行っております。 

新たなサービスとしましては、４月から希望者に１食３００円で、給食

を提供させていただいています。 

社会参加につきましては、４月にＵＳＪに行かせていただきました。初

めての方も多く、特にパレードなど目を輝かせて見入っておられる姿が印

象的でした。他にも５月には、余暇活動として希望者を募り、サッカー観

戦やスポーツレクリエーションフェスティバルに参加させていただきまし

た。 

ご本人やご家族に寄り添った支援、そして、今現在だけではなく過去が

あって現在があるということを受容しながら、将来につなげていけるよう

な支援、そして、今後も法人理念である共に生き共に育つ社会の実現とい

うことに基づきながら、それぞれの方の人生がより豊かになるように支援

していきたいと思っております。 

以上でございます。 

議長 只今、それぞれからご説明をいただきました。 

概要ですので、各施設の詳細につきましては、各小委員会で説明が出て

こようかと思いますが、今、報告がありました内容で、ご質問等はござい

ますか。どなたからでも結構ですので、よろしくお願いします。 

議長 ございませんか。 

 特になさそうですので、１）の報告事項につきましては終わりたいと思

います。 

 続いて、２）の小委員会の構成について、提案をお願いいたします。 

事務局 失礼いたします。小委員会の構成につきまして、事務局からご説明させ

ていただきます。 

南丹市立障害者支援施設の小委員会の構成につきまして、先ほどもご説

明させていただきましたとおり、南丹市立障害者支援施設の小委員会につ

いては、第１２条でその規定をさせていただいておりますが、八木、美山、

日吉地区にそれぞれ小委員会を設置したいと考えておりますが、よろしい

でしょうか。 

委員 異議なし 
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事務局 ありがとうございます。それでは、３施設の小委員会の設置について、

勝手ではございますが、皆様に所属いただく小委員会を事務局で振り分け

をさせていただいている案がありますので、そちらを配布させていただい

てもよろしいでしょうか。 

委員 異議なし 

事務局 失礼いたします。ただいま事務局案を配布させていただきました。その

事務局案の中ですが、所属小委員会の欄に、それぞれ地区を記載させてい

ただいております。なお、井尻委員につきましては、所属地区を空白にさ

せていただいており、全地域を担当していただくという事で、その都度ご

確認をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

議長 それでは、小委員会について事務局案が提案されました。 

これについて、ご意見等ございますか。 

委員  特になし 

議長 ありがとうございます。 

それでは異議なしの声をいただきましたので、２）小委員会の構成につ

きましては、ご承認いただけたとして、委員会決議を行いたいと思います

ので、賛成の皆様は挙手をお願いいたします。 

委員 （全員挙手） 

議長 ありがとうございます。 

全員が挙手いただきました。それでは、２）小委員会の構成につきまし

ては、これで終わりたいと思います。 

議題で、その他となっていますが、事務局から何かありますか。 

事務局 事務局は特にありません。 

議長 委員の皆様から何かございますか。 

委員 特になし 

議長 無いようですので、これで本日の協議事項を終わらせていただきます。

本当にご協力をいただきありがとうございました。 
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司会 佐野委員長、円滑な議事進行ありがとうございました。 

それでは、閉会にあたりまして、谷副委員長からご挨拶をいただきます。 

副委員長 失礼します。先ほど各３施設からそれぞれ現況をご報告いただき、それ

ぞれ皆さん前向きに頑張っていただき心からうれしく思っております。 

２８年度は、より一層運営がスムーズにいきますよう、今日お集まりの

委員の皆さんに、ご協力をお願いいたしまして、閉会のあいさつとさせて

いただきます。本日はありがとうございました。 

司会 以上をもちまして、南丹市立障害者支援施設運営委員会を閉会させてい

ただきます。 

ありがとうございました。 
 


